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研究成果の概要（和文）：原告が被告から受ける被害に対する救済を法的に争う状況では、差止めのような所有
権ルールと損害賠償ルールのいずれの救済方法が妥当であるかが問題となる。この「法と経済学」における基幹
的な研究トピックに関して、本研究は進化論ゲームを応用することによって、長期的な視点からどのようなルー
ル選択が法による社会システムの安定に寄与するかを考察した。これと関連して、実定法と社会規範との間の効
率的な選択手法の研究、国家と市民社会との制度的役割分担の問題の考察を行い、研究論文を公刊した。また、
これらの課題全体を、ロースクールの学生向けに統一的、体系的に説明するための教科書を完成した。

研究成果の概要（英文）：This research studied the fundamental problem in law and economics about the
 rational choice between property rules versus liability rules in the legal situation of tort. It 
applied the theoretical framework of evolutionary game theory and showed that evolutionary stable 
choice between liability rules and property rules depends on the relative magnitude of productivity 
of the defendant and plaintiff with respect to the potentially common property. 
Related with this topic, it also studied the efficient choice between legislated law and social 
norm, and the relationship between the state and civil society.

研究分野： 法と経済学、公共経済学、厚生経済学
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１．研究開始当初の背景 
 
（1）アメリカの法学界においては、1970 年
代以降、法学研究に対する経済学の応用が急
速に発展し、「法と経済学」は、基礎法学の
一部門たるのみならず、実定法学全体に関し
て圧倒的な影響力を誇ることになった。1991
年には、このような経済学の法学への応用に
最も影響力を持つ先駆的論文を発表してき
た Ronald Coase に対してノーベル経済学賞
が授与されるなど、経済学の世界でも「法と
経済学」への関心の高まりは無視できないも
のとなった。 
 
（2）（1）と並行して、アメリカをはじめと
する世界の経済学界では、これまでの制度を
所与として市場における資源配分のあり方
を研究する価格理論に対して、ゲーム理論、
契約理論などの新たな研究ツールが急速に
発達し、企業や政府組織などの社会制度自体
を経済学の分析対象とする研究動向が発展
した。その結果として、これらの新たな分析
ツールを応用した経済学における「法の経済
分析」によって、より伝統的な「法と経済学」
によって提示された研究結果に対する新た
な知見の付加が積極的に試みられ、大きな成
果を上げ始めている。 
 
２．研究の目的 
 
（1）本研究は、欧米における上記のような
法学並びに経済学の発展に着目して、1970 年
代初期に所有権法及び不法行為法の経済学
的分析の中心的なテーマとなった所有権ル
ールと損害賠償ルールとの法的選択に関す
る分析を行うことを目指した。本研究は、カ
ラブレジー、ポズナーら 1970 年代の研究を
主導した研究者たちが利用することができ
なかった経済学のツールを活用することに
よって、上記のテーマに対する新たなアプロ
ーチを試みることで、伝統的な研究に対する
重要な学問的知見の付加を目指した。 
 
（2）より具体的には、進化論ゲームの分析
手法を用いて、原告が被告から受けた被害の
救済を法的に争う状況を想定して、所有権ル
ールと損害賠償ルールのいずれの法的救済
が妥当であるかを問題とした。伝統的な法学
では 主に公平性の観点から、「法と経済学」
においては効率性の観点から、法ルールの選
択について判断することを推奨するが、この
結果として両者の議論がかみ合わないこと
が大きな問題であった。本研究は、進化論ゲ
ームを用いて、十分に長期的な視点から、ど
のようなルール選択が法による社会システ
ムの安定に寄与するかを考察することを目
指した。 
 
（3）このトピックを突破口として、より一
般的な観点から見て、実定法原則と慣習法的

な社会規範との効率的な役割分担のあり方、
あるいは国家と市民社会との規範形成にお
ける役割分担の在り方に関する考察を推進
することを目指した。 
 
３．研究の方法 
 
（1）基礎的な研究方法は、ゲーム理論、契
約理論に関して近年公刊された重要な研究
のサーヴェイに始まり、特に進化ゲーム理論
に関する理論的な基礎を分析的なレヴェル
に至るまで周到に習熟することを出発点と
した。この過程において、ゲーム理論の領域
ではより伝統的なツールに属するクルーノ
ー型の複占市場における企業行動の分析が、
意外なほど強力な応用可能性を持つことを
見出し、論文の作成に使用することができた。 
 
（2）その上で、ポズナー、コース、クータ
ーなど、「法と経済学」についての古典的な
所有権法、不法行為法に関する基礎文献をサ
ーヴェイし、進化ゲーム理論を彼らの議論に
適用することを通して、彼らが把握していな
かった新たな理論的命題の導出と発見を進
めた。 
 
（3）研究の進捗につれて、導出された理論
命題をより法解釈学的に再構成して、具体的
な法実践に対する示唆を得ることの重要性
を再認識し、その結果として、必ずしも経済
理論的な分析手法に拘泥することなく、より
記述的、解釈学的な手法による研究を補完的
に進める必要を感じ、その方針に基づいて、
2本の論文と 1冊の教科書を執筆した。 
 
４．研究成果 
 
（1）初期において主題として掲げた最も中
心的な研究として、進化論ゲームのフレーム
ワークを用いて、公共資産に対する私的所有
権が確立するプロセスに関する分析を行っ
た。公共資産についての初期所有者と新規使
用者とが自然状態において競争的に資産利
用を行う場合、事前には同一の資産に関する
使用価値を有していた両者の間で、進化のプ
ロセスを通じて使用価値に関する差異が生
ずることを明らかにした。具体的には、進化
安定的な均衡においては、初期保有者と新規
使用者との、公共資産使用に伴う労働生産性
の大小に応じて、より生産性の大きい側の利
用者が資産に対するより強い使用価値を有
するようになることを理論的に証明した。
「法と経済学」上のインプリケーションとし
て、第一に、土地や水利権などの公共資産に
ついて、慣習的な保有者と新たな利用権を求
める使用者との間での法的紛争が生じた場
合、どちらにより多くの利用権を配分するか、
という問題が生ずるが、紛争当事者双方が資
産を活用した場合に、どちらが相対的に高い
労働生産性を持つかに着目することによっ



て権利配分の比率を決めるための重要な根
拠とすることができることを論じた。第二に、
法執行の問題として、上記と同型的な問題は、
法的にはしばしば資産所有者による潜在的
使用者に対する不法行為案件として争われ
る場合がある。このような争訟における紛争
解決手法として、差止めのような実質的な所
有権設定を用いるか、あるいは、資産保有者
に対して損害賠償請求権を付与することが
より合理的かという法的な権利配分手法に
関する選択の問題が生ずるが、本研究の応用
として、資産保有者の労働生産性が潜在的使
用者のそれと比較して顕著に高い場合には、
所有権設定、逆に両者の大きさが拮抗してい
る場合には所有者に対して損害賠償請求権
を付与することが、より合理的であることを
明らかにした。この結論は、これまで多岐に
渡って議論されてきた、不法行為案件におけ
る損害賠償ルールと所有権ルールとの間の
選択についての「法と経済学」上の論争に対
して、理論的な観点から重要な視点を付加す
るものと言え、今後の実定法学上の議論への
インパクトも大きなものとなることが期待
される。 
 
（2）実定法は規範的な観点から社会厚生の
最大化を目指して法ルールを設定する。これ
に対して、社会規範は、より自生的な形で進
化を遂げてゆくが、「法と経済学」の基本的
な議論によれば、この進化過程は、社会規範
がやはり社会厚生を最大化するように誘導
してゆくとされる。このように見ると、実定
法と社会規範のいずれを紛争処理において
重視するかは、少なくとも長期の視点から見
ると無差別であることになるが、具体的な紛
争処理の社会的費用は、両者の間で異なるた
め、より安価なルールを優先的に使用するこ
とによって、社会的費用の最小化の観点から
より効率的な法的判断を行うことができる。
しかしながら、法と社会規範に関するこれら
既存研究のアイデアにおいては、法ルールと
社会規範とが（ともに社会厚生の最大化を志
向するとしても）互いに非協力的に規範形成
を行うことが見落とされている。本研究にお
いては、産業組織論における基本的な分析ツ
ールであるクルーノー型の複占産業におけ
る企業間競争モデルを応用して、上記のよう
な実定法ルールと社会規範の生成との非協
力的なルール設定の帰結が、社会全体で非効
率的なルール体系を生成する可能性を理論
的に明らかにした。特に自生的な社会規範形
成の過程において、実定法によるルール執行
のコストが考慮されない場合、あるいは、社
会規範形成にあたって、不法行為のコストが
過小評価される場合などにおいて、二通りの
ルールが非効率な形で併存したり、より効率
的なルールをクラウド・アウトする可能性が
あることを見出した。 
 
（3）社会規範やローカルなグループによる

インフォーマルなサンクションと，政府によ
るフォーマルなサンクションの関係につい
て考察を行った。分析には，インフォーマル
なサンクションとフォーマルなサンクショ
ンの違いとして，従来の分析にあった執行コ
ストの違いに加えて，エージェントの行動を
観察する能力の違いも考慮した。観察能力の
違いを導入することで，情報の非対称性が存
在しない場合と比べて，どちらか一方のサン
クションのみが存在する均衡の範囲は小さ
くなることが分かった。これは，負の外部性
を規制する際に，両方のサンクションを利用
することが社会的に望ましい可能性が高い
ことを意味している。この分析は，フォーマ
ルなサンクションの中においても刑事罰と
行政罰が同時に存在するような状況を理解
することにも貢献する可能性がある。 
 
（4）実定法ルールと社会規範とが統合され
るための制度的な場としての国民国家につ
いて、その今日の世界における規範的な正当
化根拠について考察した。はじめに、国民国
家についての定義を行った後、国民国家に対
抗しうる仮想的な国家構想(ユートピア)と
して、啓蒙された合理的選好に従う理性的個
人から構成される民主主義国家の可能性を
検討し、構成員の多元的選好の集計不可能性
という克服不可能な限界の存在によって挫
折を余儀なくされることを指摘し、次に、こ
れと対抗するユートピア構想としての社会
主義の問題点を検討し、これが国家社会主義
の形で国民国家構想の内部に吸収されてし
まう事の必然性を論じた。最後に、国民国家
体制と対抗しうる唯一可能性を有するユー
トピア構想として、ハイエクによるリベラリ
ズムを取り上げ、これと国民国家体制とが、
いかに重複し、また乖離するかを考察し、今
日の国際社会において合理性を持つユート
ピア国家の構想が、ハイエク、ロールズらの
構想の線上にあるリベラル・デモクラシーに
限られることを結論した。 
 
（5）国家一般と対比した時の、近代的政治
制度としての国民国家の起源と特性を、ベネ
ディクト・アンダーソンによる国民論と、新
制度派経済学による国家論とを総合的に視
野に入れることによって明確化した。次に、
国民国家の標準的制度として、立憲主義的リ
ベラル・デモクラシー、ならびにこれと共通
の政治制度的特性を有する非デモクラシー
が国際的に推奨される理由を明らかにし、現
代の国際社会が主権国家平等原則に基づく
国民国家群によって分割されることの必然
性を論じた。そして、以上の考察を踏まえて、
先発国民国家においては国家による市民に
対する人権保障を根拠とする自由主義が、後
発国民国家においては、国家の独立と国民に
対する安全、福祉の保障を根拠とするナショ
ナリズムが、国民国家を正当化する理念とな
る傾向が顕著になることを論ずるとともに、



国民国家からなる国際社会に不可避的に付
随する問題的側面としての国際紛争の招来、
国内における民族あるいは様々なマイノリ
ティ・グループに対する弾圧の問題を指摘す
るとともに、その理論的な根拠と具体的・政
策的な対応方針についても検討した。 
（4）、（5）の研究は、近年台頭しつつある
「ポスト国民国家論」による国家批判を踏ま
えて、その問題点を論じ、現代の国際社会に
おける基本的制度としての国民国家体制の
頑健性の理論的・歴史的根拠を明らかにする
とともに、その問題点についてより具体的な
明確化を試みるものであり、広く現代の国家
論の展開に重要な知見を付加するものであ
ると確信する。 
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